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改訂版の発行にあたって 

 

さいたま市シルバー人材センターは設立以来、高年齢者がいきいき

と働く機会・場を提供することを通して地域社会に密着した臨時的、

短期的、軽易な仕事を組織的に把握し、提供することにより高年齢者

の就業機会の増大と福祉の増進を図り地域社会に寄与してまいりま

した。この間、国からは、「再チャレンジ支援総合プラン」の個別行動計画において

目標値が示され、埼玉県シルバー人材センター連合においても目標を達成するための

「埼玉県シルバー人材センター事業活性化計画」が策定されました。平成 19年 12月

には、当センターが進むべき方向性を明確にするため、10 年間（平成 20～29 年度）

を計画期間とする「さいたま市シルバー人材センター中・長期計画」を策定しました。

本計画の中で、会員数、契約件数、契約金額、就業率の 4項目について目標値を設定

し、この目標値達成に向け組織一丸となり事業を進めてまいりました。 

しかし、就業率を除く各項目の実績は目標値を大きく下回り、現状は大変厳しい状

況となっております。要因として、外的要因には本計画策定以後の世界的な金融危機

に端を発した地域経済・雇用の長期的な低迷、内的要因には既存の継続受託業務のう

ち、発注者の指揮・命令が及んでいる業務の整理等を行ったことが大きく影響してお

ります。この状況は今後も暫く続くものと考えられるため、本計画の中間年度である

今年度、後期に向けて計画の一部を改めました。 

 さて、当センターは平成 24年 4月 1日に公益社団法人へと移行しました。これま

で以上に公益性が強く求められる新公益法人として、少子・高齢化がますます進む中、

今後は行政が行う「公助」だけでなく、高齢者が高齢者を支え合う等の地域の「共助」

の一翼を当センターが担えるよう、これまで以上に社会奉仕活動を通じて地域貢献に

努めてまいりたいと考えております。 

最後になりますが、改訂版の発行にあたり貴重なご意見、ご審議をいただきました

検討委員並びに関係機関の皆様方には、心より感謝いたしますとともに、今後ともよ

り一層のご指導とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

平成２５年３月 

 

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター 

理事長  桶本 佳一 
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第 １ 章 
 

 



 

第１章 中・長期計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

我が国は他に例を見ない超高齢社会、人口減少社会を迎え、高年齢者が生きが

いをもって活動する地域社会の形成が大きな課題となっている。さいたま市にお

いても例外ではなく、特にいわゆる団塊世代が高齢期となり地域に回帰してくる

時期を迎えようとしており、高年齢者が様々な形で地域において活躍できるまち

づくりが必要とされている。 

このような中、これまでの経験や知識等を地域において生かすことのできるシ

ルバー人材センター事業の果たすべき役割、期待される役割は、より一層増大す

ると考えられる。 

さらに国からは、「再チャレンジ支援総合プラン」（平成 18年 12月 25日）の個

別行動計画において、全国のシルバー人材センターの会員数を平成 22年度末まで

に 100 万人（平成 17 年度末対比 30%増）とする目標が示され、埼玉県シルバー

人材センター連合においても、この目標を達成するための「埼玉県シルバー人材

センター事業活性化計画」（平成 19年 9月）が策定された。 

このような背景を踏まえ、高年齢者の健康で生きがいのある生活を実現するた

め、同時に地域社会からの期待に応えるため、さいたま市シルバー人材センター

（以下、「当センター」という。）の今後の方向性を定める必要がある。 

 

（平成 25年 3月に中間見直しによる改定を行いました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．計画の基本理念 

当センターは、全国のシルバー人材センターの準拠法である「高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律」（1986 年）の理念「組織的に働くことを通じて追加的

収入を得るとともに、健康を保持し、生きがいを持ち、地域社会に貢献する。」お

よび「自主・自立、共働・共助」を基本として、下記を基本理念として定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画のフレーム 

（１）計画期間 

計画期間は、平成 20年度から平成 29年度末までの 10年間とする。ただし、社

会経済情勢等の変化を勘案して、計画期間中であっても、適宜、見直しを行うこ

ともある。 

 

 

（２）計画の対象 

さいたま市シルバー人材センター、およびその会員を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

１ 高年齢者が、これまでの経験や知識等を活かしつつ、生きがいをもって

仕事をできるように後押しする。 

 

２ 経験や知識が豊富な高年齢者の“智恵”を活かすとともに若い世代に継

承し、豊かな地域社会の創造に寄与する。 

 

３ シルバー人材センターの運営にあたっては、自主・自立、共働・共助の

精神に則り、会員自らが創意、工夫を持って組織運営に参画できるように

する。 



 

（３）計画の目標 

計画に基づいて実施する事業の成果を具体的に示すとともに、計画の進捗状況

を確認、評価できるように、複数の指標を設定する。なお目標値については、部

会において進捗状況の確認等を行うこととする。 

 

 

 

 

（４）事業の体系 

当センターが取り組む事業は、下記の体系に位置づけられるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 指標 平成 24年度末 平成 25年度末 平成 26年度末 

１ 会員数 5,300人 5,410人 5,560人 

２ 契約件数 17,610件   17,960件  18,320件 

３ 契約金額 1,800百万円 1,818百万円 1,836百万円 

４ 就業率 85.0％ 86.0％ 87.0％ 

 指標 平成 27年度末 平成 28年度末 平成 29年度末 

１ 会員数 5,700人 5,850人 6,000人 

２ 契約件数 18,690件   19,060件   19,440件 

３ 契約金額 1,854百万円 1,872百万円 1,890百万円 

４ 就業率 88.0％ 89.0％ 90.0％ 

１ 会員の増強      ～ 助け合って働く仲間づくり ～ 

２ 就業の場の確保    ～ いきいきと働ける仕事づくり ～ 

３ 安全・適正就業対策  ～ 安全に働く環境づくり ～ 

４ 運営体制の強化・充実 ～ 取組みを支える基盤づくり ～ 



 

さいたま市シルバー人材センター 中・長期計画［改訂版］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の基本理念 

１ 高年齢者が、これまでの経験や知識等を活かしつつ、生きがいをもって仕事をできるように後押しする。 

２ 経験や知識が豊富な高年齢者の“智恵”を活かすとともに若い世代に継承し、豊かな地域社会の創造に

寄与する。 

３ シルバー人材センターの運営にあたっては、「自主・自立、共働・共助」の精神に則り、会員自らが創

意、工夫を持って組織運営に参画できるようにする。 

 

 

・平成 20年度～平成 29年度の 10年間 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の理念 

・組織的に働くことを通じて追加的収入を得るとともに、健康を保持し、生きがいを持ち、地域社会

に貢献する。 
 

・「自主・自立、共働・共助」をめざす。 

さいたま市シルバー人材センターの概況 

（平成 23年度末） 

・会員数 4,960人 

・就業率 85.2％ 

・1人あたり年間配分金額 38.8万円（実人員ベース） 

・契約金額は減少傾向、7割が企業からの受注 

・職群別にみると一般作業 48％、管理 28％ 

・植木、除草、屋外清掃作業の契約金額は伸びて

おり、地域に根ざした活動を展開している。 

 

 

高年齢者を取り巻く環境 

 

・高齢化の進行と就業を希望する高齢者の増加 

・さいたま市の 65 歳以上高齢者の 3 割弱が収

入のある仕事に従事。うち 3割は「元気であ

れば何歳でも働きたい」と就業意欲が旺盛。 

・就業を希望する高齢者の過半数は「パート・

アルバイト」を望み、7 割が市内での就業を

希望。 

 

計画のフレーム 

計画期間                計画の目標（平成 29年度末） 

・平成 20年度～平成 29年度の 10年間    ・会員数  6,000人   ・契約件数 19,440件 

                      ・契約金額 1,890百万円 ・就業率  90.0％ 

１．会員の増強 ～ 助け合って働く仲間づくり ～ 

●既存会員による新会員獲得に向けた取組み ⇒ 会員 1人が 1人を誘う運動の推進 

●普及啓発活動の積極的な展開、イメージアップ  

⇒ 会員増強カレンダーの作成    会員増強強化月間の設置 

パンフレット設置場所の増加   ＰＲチラシ配布 

イベントへの参加とＰＲ     ポスティングの実施 

さいたま市報への掲載      女性向け説明会の実施 

会員少数地域での説明会の実施  世代別アプローチ 

60 歳代前半層会員の拡充      関係行政機関及び各種団体との連携強化 

Web サイトの充実         就業体験会の開催 

退会者の抑制 

●会員の資質の向上 ⇒ 研修の充実 

事業の体系 

３．安全・適正就業対策 ～ 安全に働く環境づくり ～ 

●安全意識の啓発、周知 ⇒ 研修の充実    安全意識の周知徹底 

●安全・適正就業の促進 ⇒ 安全就業の徹底  適正な就業形態の確保 

●健康管理対策の推進   ⇒ 健康診断の勧奨   特定健診・保健指導など市の保健事業の紹介 

 

 

・平成 20年度～平成 29年度の 10年間 

４．運営体制の強化・充実 ～ 取組みを支える基盤づくり ～ 

●管理体制の強化     ⇒ 総会出席率の向上       理事会、監事機能の強化 

               部会、委員会の充実      本計画の進行管理の強化 

●財政運営の健全化    ⇒ 財政評価指標の検討      会費のあり方の検討 

事務費のあり方の検討     多様な会員制度の検討 

●職群班の再構築、活性化 ⇒ 職群班の増加と制度の見直し  職群別技能講習会の実施 

●地域班組織の活性化   ⇒ 地域班活動の充実 

●事務局体制の整備    ⇒ 各事務所の管轄地域の再検討 

第１章 

第２章 第３章 

第４章 

２．就業の場の確保 ～ いきいきと働ける仕事づくり ～ 

●シルバー人材センター事業の周知度の向上 

 ⇒ 就業機会創出員の地域内主要企業への訪問営業、職業安定機関との連携強化、    

ＰＲチラシ配布、さいたま市報への掲載 

●シルバー人材センター事業の広報の充実 

   ⇒ 職群とできることの再整理、Web サイトのさらなる充実・管理の強化 

●事務系就業分野の新規開拓 

      ⇒ 会員による事務系就業開拓研究会の開催、就業機会創出員による重点訪問 

●女性に適した就業分野の新規開拓 

    ⇒ 会員よる女性就業開拓研究会の開催、就業機会創出員による重点訪問 

●自主事業の開拓・拡大 ⇒  現状の独自事業見直し・再検討・拡大、新たな独自事業の検討 

●顧客満足度の向上    ⇒ 就業後のご意見はがきの配布・回収、反省会・引継ぎ会の実施 

 ●各地域関係機関との連携強化         ⇒ 自治会掲示板、回覧板等を利用しＰＲ 

 ●会員としての意識の向上、各種技能研修⇒ 会員研修受講促進、地域会議等の時間を活用、 

                      職群技能研修 

 ●派遣事業・職業紹介事業の推進     ⇒ 派遣事業・職業紹介事業のＰＲ 

 ●ボランティア活動の促進             ⇒ ボランティア活動の促進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 章 
 

 



 

第２章 高年齢者を取り巻く環境 

１．さいたま市における高齢化の状況 

さいたま市は、平成 17 年 4 月 1 日の岩槻市との合併を経て、平成 25 年 2 月 1

日現在、総人口 124 万 5,039 人、65 歳以上の高齢者人口は 25 万 1,448 人、高齢

化率は 20.2％となっており（図表 2-1）、これが平成 37年度には 23.6％になると

推計されている（図表 2-2）。 

 
図表 2-1 さいたま市の高齢者人口 

 
（資料）さいたま市住民基本台帳、各年 2月１日現在 
 

 
図表 2-2 さいたま市の将来推計人口 

 
（資料）さいたま市「高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画」平成 24年 3月 
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高齢化率は、国勢調査によると政令指定都市の中では低い方であるが、さいた

ま市も例外ではなく、高齢化率の上昇傾向が見られる（図表 2-3）。 
 
 

図表 2-3 政令指定都市の高齢化率 

都市 
平成 17年 平成 22年 

人口（人） 高齢化率（％） 人口（人） 高齢化率（％） 

北九州市  993,525 22.2 976,846 25.1 

静 岡 市 ― ― 716,197 24.6 

新 潟 市 ― ― 811,901 23.1 

神 戸 市 1,525,393 20.0  1,544,200 22.9 

浜 松 市 ― ― 800,866 22.6 

堺 市 ― ― 841,966 22.5 

大 阪 市 2,628,811 20.1 2,665,314 22.5 

京 都 市 1,474,811 19.9 1,474,015 22.4 

岡 山 市 ― ― 709,584 21.3 

名古屋市  2,215,062 18.4 2,263,894 20.8 

千 葉 市 924,319 16.5 961,749 20.7 

札 幌 市 1,880,863 17.3 1,913,545 20.5 

横 浜 市 3,579,628 16.9 3,688,773 20.0 

広 島 市 1,154,391 16.9 1,173,843 19.7 

相模原市  ― ― 717,544 19.2 

さいたま市 1,176,314 16.9 1,222,434 19.1 

仙 台 市 1,025,098 15.8 1,045,986 18.3 

福 岡 市 1,401,279 15.2 1,463,743 17.4 

川 崎 市 1,327,011 14.6 1,425,512 16.6 

全 国 127,767,994 20.1 128,057,352 22.8 

（資料）国勢調査、各年 10月 1日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

２．高年齢者の就業状況 

高年齢者の就業状況についてみると、男性の場合、就業者の割合は、60～64歳

で 73.1％、65～69 歳で 50.1％となっており、60 歳を過ぎても多くの高年齢者が

就業している。また、不就業者では、60～64歳の不就業者（26.9％）のうち 3割

以上の人が、65～69歳の不就業者（49.9％）のうち 2割以上の人がそれぞれ就業

を希望している。また、女性の就業者の場合は、60～64 歳で 43.5％、65～69 歳

で 28.2％となっている（図表 2-4）。 

 
図表 2-4 60 歳代の就業状況（上：男性、下：女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   （資料）総務省「就業構造基本調査」平成 19年 
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３．高年齢者の就業意向 

 

60歳以上の男女を対象とした内閣府の「高齢者の地域社会への参加に関する意識

調査」によると、7割以上が 65歳以上になっても働きたいと回答している。 

  最も高い数値は、「働けるうちはいつまでも」が 36.8%、以下「70歳くらいまで」

23.0%、「65歳くらいまで」19.2%の順となっている（図表 2-5）。 

 
            図表 2-5 高齢者の就業意欲 

 

（資料）内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」平成 20年 

 

 

 

高年齢者（55～69歳）の男女を対象とした独立行政法人労働政策研究・研修機構

の「定年退職後の働き方の選択に関する調査研究結果」によると、就業する主な理

由は「経済上の理由」が 72.8%と圧倒的に高い数値となっている。以下、「いきがい・

社会参加のため」22.3%、「時間に余裕があるから」11.8%、「健康上の理由」11.4%

の順となっている（図表 2-6）。 
 

図表 2-6 主な就業理由（複数回答） 

  
 （資料）独立行政法人労働政策研究・研修機構「定年退職後の働き方の選択に関する調査研究結果」平成 22年 
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内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査」（平成 23年）で、60歳以上の人が

「仕事を選ぶ際に最も重視すること」をみてみると、男性は「経験が生かせること」

（28.3％）が最も多く、女性は、「体力的に軽い仕事であること」（23.2％）が最も

多い。しかし、5年前（平成 18（2006）年）の調査結果と比較すると、男女とも「収

入（賃金）」を最も重視する人が増加しており、男性は 9.9％から 20.7％へと倍増し

ている。これを 60歳から 74歳まで年齢階級別にみてみると、60～64歳では「収入（賃

金）」が 25.7％となり、「経験が生かせること」（24.3％）を上回っている。その他

の年齢階級でも、「収入（賃金）」を最も重視する人が大きく増加している（図表 2-7）。 

 

図表 2-7  仕事を選ぶ際に最も重視すること 

 

 （資料）内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査」平成 23年 
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第３章 さいたま市シルバー人材センターの概況 

１．シルバー人材センターの制度的準拠基盤 

シルバー人材センターは、定年退職後等に就業を希望する高年齢者に対して、

地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的な仕事を提供する高年齢者の自

主的な団体であり、高年齢者の多様な就業ニーズに対応することにより、その就

業機会を増大させるとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的と

する。 

シルバー人材センターは、昭和 61 年 10 月施行の「高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律」において、同法に規定する業務を行うものとして指定された。そ

の後、全国で余るところなく事業展開ができるように、平成 8年 10月に同法が改

正施行され、都道府県知事は 2 つ以上のシルバー人材センターを会員とするシル

バー人材センター連合（以下、「連合」という。）を指定できるようになった。埼

玉県では、財団法人埼玉県高齢者生きがい振興財団（平成 14年に財団法人埼玉県

県民活動総合センターと統合し、財団法人いきいき埼玉となる）が 埼玉県シルバ

ー人材センター連合（以下、「埼シ連」という。）として指定され、各市等のシル

バー人材センターはその会員と位置付けられている。 

平成 12 年 9 月に同法が改正され、会員の就業機会が拡大され、また、平成 16

年には同法の一部改正（平成 16年法律第 103号）に伴い、一般労働者派遣事業（シ

ルバー派遣事業）を同法第 45 条において準用する同法第 42 条第 5 項に基づき届

け出た連合が実施できることとなった。これを受け、埼シ連が平成 18年に届出を

行い、一般労働者派遣事業を開始した。 

現在、連合は以下の業務を行うことが定められている。（高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律第 45条） 
 

①臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く）又はその他の軽易な業務に係る

就業（雇用によるものを除く）を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の

機会を確保し、及び組織的に提供すること。 

②臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用によ

るものに限る）を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。 

③高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業

に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

④①～③までのほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽

易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 

⑤臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業の範囲内において、その構成員

である高年齢退職者のみを対象とした一般労働者派遣事業を行うこと。 

 



 

２．会員の動向 

（１）会員数 

会員数は増加傾向で推移してきたが、平成 23 年度は減少し 4,960 人であった。

なお、会員のおおむね３割弱を女性が占めている（図表 3-1）。 

会員数を区別に整理すると、岩槻区、見沼区の会員数が多く、西区、大宮区、

緑区の会員数が少ない。各区の会員数が 60歳以上人口に占める割合（加入率）は、

1.03％～2.27％とばらつきが見受けられる。岩槻区における加入率が比較的高く、

浦和区が比較的低い（図表 3-2）。 
 

図表 3-1 会員数と加入率 

 
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

 

 

図表 3-2 会員数（区別） 

区分 
平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

平成 24年 

 4月 1日 
加入率

（％） 

①/② 男 女 計 男 女 計 男 女 計① 
60歳以上 

人口② 

西  区 307 74 381 298 74 372 266 66 332 26,567 1.25  

北  区 411 165 576 421 163 584 392 157 549 34,132 1.61  

大宮区 282 118 400 287 110 397 259 95 354 30,398 1.16  

見沼区 567 169 736 574 167 741 557 162 719 46,318 1.55  

中央区 307 140 447 311 139 450 310 140 450 23,838 1.89  

桜  区 263 117 380 287 126 413 281 118 399 24,586 1.62  

浦和区 251 119 370 277 110 387 282 109 391 38,002 1.03  

南  区 368 167 535 406 166 572 387 172 559 40,092 1.39  

緑  区 248 98 346 252 92 344 259 95 354 29,205 1.21  

岩槻区 617 261 878 617 275 892 579 274 853 37,497 2.27  

合計 3,621 1,428 5,049 3,730 1,422 5,152 3,572 1,388 4,960 330,635 1.50  

前年比（％） 105.9 106.8 106.2 103.0 99.6 102.0 95.8 97.6 96.3     
（注） 単位：人 

（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、会員数の数値は 3月末現在、60歳以上人口は住民基本台帳 
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なお、会員の年齢構成は、60 歳代後半が 31.5％、70 歳代前半が 36.1％を占め

（図表 3-3）、平均年齢は、男性 71.6歳、女性 70.7歳となっており、会員の高齢

化が進んでいる（図表 3-4）。また、世代別入会者数は、60歳代の入会者数が減少

している（図表 3-5）。 

 
図表 3-3 会員の年齢構成（平成 23 年度） 

区分 64歳以下 65～69歳 70～74歳 75歳以上 計 

男 297 1,099 1,309 867 3,572 

女 179 463 483 263 1,388 

合計 476 1,562 1,792 1,130 4,960 

構成比（％） 9.6 31.5 36.1 22.8 100.0  
（注） 単位：人 

（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

 

図表 3-4 会員の平均年齢 

区分 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

男 70.3  70.7  71.0  71.0  71.1  71.6  

女 69.2  69.5  69.9  69.9  70.3  70.7  

全体 70.0 70.4 70.7 70.7 70.9 71.3 
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

 

図表 3-5 世代別入退会者数 

 

（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 
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（参考） 埼玉県内センターの加入率等 

（平成 24年 3月 31日現在、加入率順） 

  
センター名

（略称） 
会員数 

市町村人口

（人） 

うち 60歳以上

人口（人） 

高齢化率

（％） 

加入率

（％） 

1  新 座 市 2,658  161,416  46,230  28.6  5.7  

2  皆 野 町 227  10,893  4,222  38.8  5.4  

3  長 瀞 町 159  7,831  3,038  38.8  5.2  

4  ときがわ町 239  12,662  4,756  37.6  5.0  

5  吉 見 町 325  21,065  6,793  32.2  4.8  

6  坂 戸 市 1,428  101,068  31,484  31.2  4.5  

7  嵐 山 町 270  18,616  6,437  34.6  4.2  

8  秩 父 市 924  68,042  24,261  35.7  3.8  

9  横 瀬 町 118  9,093  3,135  34.5  3.8  

10  ふじみ野市 1,175  106,251  31,485  29.6  3.7  

11  神 川 町 163  14,327  4,438  31.0  3.7  

12  草 加 市 2,332  244,026  67,476  27.7  3.5  

13  小 鹿 野 町 180  13,373  5,114  38.2  3.5  

14  入 間 市 1,437  150,326  45,107  30.0  3.2  

15  朝 霞 地 区 2,073  279,320  66,542  23.8  3.1  

16  富 士 見 市 910  105,596  29,456  27.9  3.1  

17  三 郷 市 1,256  133,318  40,212  30.2  3.1  

18  滑 川 町 144  17,100  4,588  26.8  3.1  

19  鳩 山 町 196  15,136  6,326  41.8  3.1  

20  川 島 町 220  21,966  7,375  33.6  3.0  

21  寄 居 町 365  36,134  12,326  34.1  3.0  

22  吉 川 市 522  67,411  17,717  26.3  2.9  

23  毛 呂 山 町 357  35,654  12,295  34.5  2.9  

24  鶴 ヶ島 町 574  69,934  20,196  28.9  2.8  

25  川 越 市 2,732  345,296  103,084  29.9  2.7  

26  狭 山 市 1,377  154,280  50,380  32.7  2.7  

27  幸 手 市 507  54,231  18,670  34.4  2.7  

28  杉 戸 町 418  47,165  15,461  32.8  2.7  

29  所 沢 市 2,613  342,735  100,319  29.3  2.6  

30  深 谷 市 1,163  147,108  45,112  30.7  2.6  

31  伊 奈 町 284  42,990  10,935  25.4  2.6  



 

  
センター名

（略称） 
会員数 

市町村人口

（人） 

うち 60歳以上

人口（人） 

高齢化率

（％） 

加入率

（％） 

32  小 川 町 318  33,503  12,157  36.3  2.6  

33  美 里 町 102  11,635  3,895  33.5  2.6  

34  東 松 山 市 696  89,660  27,459  30.6  2.5  

35  蓮 田 市 526  63,543  21,368  33.6  2.5  

37  松 伏 町 227  31,156  9,071  29.1  2.5  

38  越 生 町 112  12,646  4,498  35.6  2.5  

39  熊 谷 市 1,542  203,630  63,167  31.0  2.4  

40  桶 川 市 572  75,816  23,855  31.5  2.4  

41  八 潮 市 554  83,819  22,909  27.3  2.4  

42  上 里 町 209  31,745  8,833  27.8  2.4  

43  白 岡 町 365  50,839  15,259  30.0  2.4  

44  鴻 巣 市 862  120,541  36,849  30.6  2.3  

45  三 芳 町 276  38,480  11,749  30.5  2.3  

46  日 高 市 404  57,817  18,141  31.4  2.2  

47  蕨 市 428  72,452  20,387  28.1  2.1  

48  鳩 ヶ谷 市 378  61,742  18,169  29.4  2.1  

49  上 尾 市 1,338  227,217  67,189  29.6  2.0  

50  戸 田 市 497  126,097  25,048  19.9  2.0  

51  久 喜 市 996  155,879  48,895  31.4  2.0  

52  北 本 市 435  69,656  22,189  31.9  2.0  

53  加 須 市 673  116,968  35,665  30.5  1.9  

54  本 庄 市 482  80,676  24,782  30.7  1.9  

55  羽 生 市 319  55,781  17,863  32.0  1.8  

56  宮 代 町 202  33,125  11,863  35.8  1.7  

57  春 日 部 市 1,251  240,233  76,889  32.0  1.6  

58  さいたま市 4,960  1,241,010  330,635  26.6  1.5  

59  川 口 市 2,181  579,308  154,705  26.7  1.4  

60  飯 能 市 376  82,240  27,104  33.0  1.4  

61  越 谷 市 1,248  329,712  93,293  28.3  1.3  

62  行 田 市 336  85,194  28,097  33.0  1.2  

63  東 秩 父 村 0  3,355  1,389  41.4  0.0  

（資料）全国シルバー人材センター「統計年報」 平成 23年度  
  

 

 



 

（２）就業者数 

平成 23年度の就業者数は、延人員で 46.5万人（図表 3-6）、実人員で 4,224人

である。就業率（実人員が会員数に占める割合）は、85.2％となっている（図表

3-7）。また、実人員ベースの一人あたり年間配分金額は、38.8万円となっている

（図表 3-8）。 
 

図表 3-6 就業者数（延人員） 

 
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

 

図表 3-7 就業者数（実人員）と就業率 

 
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

（注） 就業率は 3月末の会員数を母数として算出 

 

図表 3-8 １人あたり年間配分金額（実人員ベース） 

  
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 
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当センターの平成 23 年度の会員就業率は 85.2％で、政令指定都市の中で見る

と相模原市シルバー人材センターの 88.0％に次いで 2番目に高い数値となってい

る（図表 3-9）。 

 

図表 3-9 政令指定都市の就業率 

（資料）全国シルバー人材センター「統計年報」 平成 23年度 

 

 

 

 

 

 

センター名 

（略称） 
会員数（人） 就業実人員（人） 就業率（％） 

*参考 

 加入率（％） 

相模原市  3,562  3,135  88.0  1.8 

さいたま市 4,960  4,224  85.2  1.5 

岡 山 市 1,654  1,396  84.4  0.8 

北九州市  2,730  2,289  83.8  0.8 

熊 本 市 2,505  2,091  83.5  1.2 

新 潟 市 5,030  4,183  83.2  2.0 

浜 松 市 4,354  3,490  80.2  1.8 

福 岡 市 6,966  5,443  78.1  1.9 

仙 台 市 2,446  1,899  77.6  0.9 

横 浜 市 10,095  7,429  73.6  1.0 

広 島 市 4,610  3,359  72.9  1.4 

札 幌 市 3,960  2,883  72.8  0.7 

静 岡 市 3,199  2,287  71.5  1.3 

千 葉 市 3,026  2,115  69.9  1.1 

京 都 市 5,478  3,805  69.5  1.2 

堺 市 6,769  4,655  68.8  2.5 

名古屋市  8,591  5,786  67.3  1.3 

大 阪 市 10,262  6,774  66.0  1.2 

神 戸 市 11,093  6,590  59.4  2.3 

川 崎 市 4,933  2,182  44.2  1.5 



 

（３）会員の意識 
当センターでは、会員を対象にアンケート調査を実施している。調査結果から、

会員の意識を概観する。 ※注１ 

 

①さいたま市シルバー人材センターへの入会経緯 

当センターについて最初に知ったきっかけは、“家族や知人から聞いた”が

25.9％、次いで“シルバー人材センター会員から聞いた”（25.7％）、“市の広報紙

を見た”（19.2％）と続く（図表 3-10）。大宮事務所、与野事務所では“市の広報

誌”が、また岩槻事務所では“ポスターやチラシ”が、浦和事務所では“高年齢

者職業相談室やハローワーク”が比較的多くなっている（図表 3-11）。 

 

図表 3-10 さいたま市シルバー人材センターについて知ったきっかけ 

 

件数＝567 

 

図表 3-11 さいたま市シルバー人材センターについて知ったきっかけ（事務所別） 

件数＝567 

 
※注１ 平成 19 年 1～2月に実施した会員アンケート調査による。調査は、会員 1,000 人に対して郵

送により行われ、567 件（回収率 56.7％）の回答を得た。回答者は、男性が 80.8％、女性が

14.6％、平均年齢は 69.5歳である。 
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    当センターに入会した理由は、“体や健康によいから”（63.8％）、“収入を得た

いから”（61.9％）、“生きがいを得たいから”（35.3％）などである（図表 3-12）。 

 
 

図表 3-12 さいたま市シルバー人材センターに入会した理由 

 
  件数＝567 

 

②仕事について 

当センターで就業を決める場合に重要と考えるのは、“仕事内容”（76.2％）、“就

業場所”（56.3％）、“就業時間”（45.7％）、“就業日数”（34.7％）などである（図

表 3-13）。 
 

図表 3-13 就業を決める際に重視すること（複数回答） 
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未就業者が今後希望する仕事の内容は、“公共施設管理”（23.3％）、“屋内軽作

業”（21.7％）、“受付管理”（20.0％）などである（図表 3-14）。 

就業条件は、月平均 14.2日、週平均 3.3日、１日平均 5.3時間、配分金は月平

均 47,380円である。就業した人の平均的な条件とくらべると、長時間働き高い配

分金を得ることを希望している。 

 
図表 3-14 未就業者が希望する仕事（３つまで回答） 

 
  件数＝ 60 

1.7 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

1.7 

1.7 

3.3 

3.3 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

6.7 

8.3 

8.3 

8.3 

10.0 

10.0 

11.7 

13.3 

15.0 

16.7 

16.7 

20.0 

21.7 

23.3 

0 ％ 5 ％ 10 ％ 15 ％ 20 ％ 25 ％ 

不明 

その 他 

塗装 

宛名 ・ 賞状等筆耕 

大工仕事 

介護 ･ 介助 サービス 

刃物 とぎ 

洋服補修 

除草作業 

ふすま ・ 障子張替 

家事援助 サービス 

配達 ・ 集配 

植木 の 手入 れ 

学習教室講師 

屋内清掃作業 

チラシ 配布 

内職 

経理事務 

屋外清掃作業 

自転車 リサイクル 

駐車場管理 

一般事務 

車 の 運転 

駐輪場管理 

部品組立作業 

受付管理 （ 清掃 を 除 く ） 

屋内軽作業 

公民館等 の 公共施設管理 



 

③今後のさいたま市シルバー人材センターのあり方について 

未就業者を減らすための対応策としては、“ローテーション就業”（37.6％）、 “意

識改革”（32.1％）、“就業開拓”（31.9％）、“就業相談”（28.9％）などがあげられ

ている（図表 3-15）。 

 
図表 3-15 未就業者を減らすための対応策（２つまで回答） 

 
  件数＝567 

 

 

当センターに入会した効果として、“健康の維持増進に役立った”（ポイント

3.21）、“自分に適した仕事があった”（3.08）、“生きがいが得られた”（2.95）、“社

会の役に立てた”（2.85）と考える人が多い。一方、もっとも少ないのが“経験や

能力を活かせた”（2.43）である（図表 3-16）。 
 

図表 3-16 さいたま市シルバー人材センターに入会した効果について 

 全体 浦和事務所 大宮事務所 与野事務所 岩槻事務所 

希望していた収入が得られた 2.71 2.64 2.72 2.65 2.82 

自分に適した仕事があった 3.08 2.94 3.07 3.32 3.15 

健康の維持増進に役立った 3.21 3.16 3.26 3.13 3.19 

経験や能力を活かせた 2.43 2.37 2.43 2.41 2.48 

社会の役に立てた 2.85 2.86 2.87 2.68 2.90 

生きがいが得られた 2.95 2.94 2.93 3.00 2.97 

友人が得られた 2.72 2.50 2.84 2.76 2.74 
（注）ポイントは、「そう思う」と回答した人に 4点、「どちらかというとそう思う」に 3点、「どちらかという

とそう思わない」に 2点、「そう思わない」に 1点を付与し、回答者全体の平均点を算出したもの。 
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今後の当センターのあり方については、“センター事業の普及啓発”（51.3％）、

“自主事業の拡大”（36.3％）、“他の公共機関等との情報交流”（35.3％）、“ロー

テーション就業”（31.0％）などに力を入れることが望まれている（図表 3-17）。 

 

図表 3-17 さいたま市シルバー人材センターのあり方に関する希望（３つまで回答） 
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当センターに今後取り組んで欲しい就業分野は、“公共事業”（55.6％）、“民間

事業”（51.0％）、“市の指定管理者制度への参入”（35.4％）などである（図表 3-18）。 
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図表 3-18 さいたま市シルバー人材センターに取組みを希望する就業分野（３つまで回答） 
 

 
  件数＝567 

 

当センターにおける情報提供・相談・研修体制については、“就業・雇用に関す

る情報提供の充実”（59.3％）、“未就業者向け就業相談の充実”（35.1％）、“自宅

でも求人情報を閲覧できるようにする”（28.9％）、“技能講習の充実”（28.6％）

などが求められている（図表 3-19）。 
 

図表 3-19 情報提供・相談・研修体制に関する希望（３つまで回答） 

 
件数＝567 

12.0  

0.9  

2.1  

7.1  

9.5  

10.4  

12.7  

19.9  

24.5  

35.4  

51.0  

55.6  

0 10 20 30 40 50 60

不明 

その他 

新規独自事業の導入 

IT関連分野の開拓を図る 

家事援助サービスを拡大する 

介護・介助サービスを拡大する 

事務系職種の就業分野の充実を図る 

リサイクル事業の開発に取り組む 

一般労働者派遣事業に参入する 

市の指定管理者制度に参入する 

民間事業への就業開拓を充実させる 

公共事業への就業開拓を充実させる 

12.7 

1.6 

11.3 

24.0 

27.3 

28.6 

28.9 

35.1 

59.3 

0 ％ 10 ％ 20 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 60 ％ 70 ％ 

不明 

その 他 

苦情相談 を 充実 させる 

発注側 との 情報交換 の 場 を 設 ける 

広報紙 や インターネット などの 情報媒体 を 充実 させる 

技能講習 を 充実 させる 

自宅 でも 求人情報 を 閲覧 できるようにする 

未就業会員 に 対 する 就業相談 を 充実 させる 

就業 ・ 雇用 に 関 する 情報提供 を 充実 させる 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 



 

３．契約実績の動向 

（１）契約実績 

契約金額は、平成 19年度以降年々減少しており、平成 23年度は 17,265件、18.0

億円であった（図表 3-20）。 

 
図表 3-20 受注件数、契約金額 

 

（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 

 

 

契約金額に占める割合を受注先別に整理すると、約 7 割を企業からの受注が占

めており、公共からの受注は約 1割である（図表 3-21）。 

 

図表 3-21 受注先別契約金額の割合 

   
（資料）さいたま市シルバー人材センター資料、数値は 3月末現在 
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  発注者の意識調査において、当センターに依頼した仕事は、件数ベース、発注

額ベースともに民間事業所では屋内外の清掃作業が、個人では植木、除草作業が

多かったところであるが、実績ベースで主な職種について 5年前と比較してみる

と、植木、除草、屋外清掃作業は伸びているものの、各種自動車運転、駐輪・駐

車場管理、屋内軽作業が大きく落ち込んでしまっている（図表 3-22）。 

 

図表 3-22 主な職種別実績の推移 
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（２）発注者の意識 

当センターに発注した民間事業所および個人を対象にアンケート調査を実施し

ている。これによると、当センターについて最初に知ったきっかけは、民間事業

所、個人ともに“市の広報紙を見た”（23.9％、37.1％）、“シルバー人材センター

のポスターやチラシを見た”（18.9％、13.1％）、“高年齢者職業相談室やハローワ

ークから紹介された”（10.9％、4.5％）が多い。民間事業所の場合は、“就業機会

創出員から話を聞いた”（4.6％）が多くなる（図表 3-23）。※注２ 

 
図表 3-23 さいたま市シルバー人材センターについて知ったきっかけ 
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て郵送により行われ、540件（回収率 54.0％）の回答を得た。 
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当センターに発注した理由は、民間事業所、個人ともに“以前から依頼してい

るから”がもっとも多い。個人の場合は、“他社よりも安価だから”も大きな発注

理由となっている（図表 3-24）。 

 
図表 3-24 さいたま市シルバー人材センターに発注した理由（複数回答） 

 
   件数＝民間事業所 238、個人 221、その他 81 

 

 

仕事の内容については、民間事業所、個人の 9 割以上が“満足”または“どち

らかといえば満足”と回答している（図表 3-25）。 

 
図表 3-25 仕事の内容について 

 
件数＝民間事業所 238、個人 221、その他 81 

 

49.6 

57.0 

56.8 

44.1 

38.9 

34.6 

6.3 

6.8 

8.6 

2.7 

1.7 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

民間事業所（自営業を含む） 

個人 

その他 

満足である どちらかといえば満足である 

どちらかといえば不満である 不満である 不明 

0.1 

0.3 

0.3 

25.6 

23.5 

56.3 

23.5 

18.9 

9.7 

1.3 

45.7 

33.9 

52.5 

13.6 

21.3 

5.0 

2.3 

34.6 

34.6 

45.7 

22.2 

22.2 

6.2 

1.2 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 

他社よりも安価だから 

仕事の内容が信頼できるから 

以前から依頼しているから 

求人して人を雇うほどの仕事ではないから 

公共的団体だから 

その他 

不明 

民間事業所（自営業を含む） 個人 その他 



 

今後の仕事の依頼については、いずれも 8 割以上が“依頼したい”と回答して

いる（図表 3-26）。 

 

図表 3-26 今後の仕事の依頼 

 
   件数＝民間事業所 238、個人 221、その他 81 

 

 

当センターへの希望は、いずれも“仕事の質を高める”がもっとも多い（図表

3-27）。 

 

図表 3-27 さいたま市シルバー人材センターへの希望 

 
   件数＝民間事業所 238、個人 221、その他 81 
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（３）未発注者の意識 

当センターでは地域内の未発注である主要事業所および個人に対してアンケー

ト調査を実施している。※注３ 

＜主要事業所＞ 

回答件数が少ないのであくまで参考扱いであるが、調査結果によると、当セン

ターについては、半数が“（名前を聞いたことがあるだけではなく）業務の内容も

だいたい知っている”と回答している（図表 3-28）。 

 
図表 3-28 シルバー人材センターの認知状況〈主要事業所〉 

  
件数＝20 

 

＜個人＞ 

当センターについては、民間事業所ほどの認知はなされていないが、それでも

半数が“名前は聞いたことがある”と回答しており、“（名前を聞いたことがある

だけではなく）業務内容もだいたい知っている”人も 26.5％いる（図表 3-29）。 

 
図表 3-29 シルバー人材センターの認知状況〈個人〉 

件数＝204 

 

 
※注３  平成 19 年 1～2月に実施した未発注事業所アンケート調査による。調査は事業所調査と個人

調査からなり、事業所調査は各事務所管轄地域の未発注の主要な事業所 100 事業所に対して、

個人調査は住民基本台帳により無作為抽出した世帯主が 55 歳～59 歳、60歳以上の人各 500

人、計 1,000人に対して、郵送により行った。回答は、事業所調査 20件（回収率 20.0％）、

個人調査 204件（回収率 20.4％）である。 
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主要事業所において、当センターに依頼してもよいと思う仕事は、“除草作業”、

“植木の手入れ”、“筆耕”、“屋外清掃作業”などである（図表 3-30）。 

 
図表 3-30 シルバー人材センターに依頼してもよい仕事〈主要事業所〉（複数回答） 

 
   件数＝20 

 

当センターにこれまで仕事を依頼していなかった理由は、“依頼する仕事がなか

った”（65.0％）、“どのような仕事ができるのか知らなかった”（20.0％）などで

ある。今後については、“依頼してもよい”が 40.0％、“わからない”が 50.0％で

あった。 
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個人において、当センターに依頼してもよいと思う仕事は、“ふすま・障子張替”、

“植木の手入れ”、“除草作業”などである（図表 3-31）。 

 

図表 3-31 シルバー人材センターに依頼してもよい仕事〈個人〉（複数回答） 

 
   件数＝204 

 

当センターにこれまで仕事を依頼していなかった理由は、“依頼する仕事がなか

った”（32.4％）、“どのような仕事ができるのか知らなかった”（29.9％）などで

ある。今後については、“依頼してもよい”が 42.2％、“わからない”が 32.4％で

あった。 
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第 ４ 章 



 

第４章 計画の目標と目標達成に向けた具体的取組 

１．会員の増強 

（１）現状と課題 

我が国の高齢化の進行を受けて、民間企業における高年齢者雇用に対する取組

みが進む中で、団塊の世代も 65歳を超えるなど超高齢社会となった。しかし、65

歳雇用延長導入や労働者派遣法の改正により、60歳代前半層の入会率の低下が全

国的に大きな問題となっている。 

シルバー人材センター事業の補助金の削減、長引く経済不況による実績低下、

適正な就業体制の確保、そして公益社団法人制度改革など、シルバー人材センタ

ーを取り巻く環境も大きく変化している。 

このような中、当センターにおいても、会員入会率については、60歳代前半の

会員の占める割合の低下は著しく、平成 18年度には、14.5％であったものが平成

23年度には 9.6％と一割を割っている。それに反比例し、75歳以上の会員の占め

る割合が 22.8％と四分の一近くとなり、70歳以上の会員の占める割合については

58.9％と 6 割弱を占めるほど超高齢化となり、新入会員の高齢化が目立ってきて

いる状況にある。 

また、行政区別加入率(図表 3-2)を見ると、浦和区の 1.03％の最低加入率と岩

槻区の 2.27％の最高加入率に 2倍以上の開きがあるため、今後は地域特性を配慮

した取り組みが必要となってくる。 

会員が、シルバー人材センターに所属することで、仕事やボランティアを通じ

て、地域社会の存続に貢献していること、また、介護予防に繋がり医療費削減に

貢献していることに誇りを持てるよう、当センターの更なる魅力的なイメージア

ップを図る必要がある。 

平成 19 年のアンケート調査時の会員の入会のきっかけ（図表 3-11）は、家族

や知人、会員勧誘に意欲的な会員からのインフォーマルな情報提供によるものが

多く、広報や説明会、チラシ等の公的、あるいはフォーマルな情報提供が必ずし

も十分な効果をあげていなかったが、平成 23年度の会員の入会のきっかけは、市

報、会員や知人からの勧誘、当センターの広報誌と、順位が入れ替わりフォーマ

ルな情報提供が効果を上げている。 

以上を踏まえると、「会員の増強」に関しては、下記が課題としてあげられる。 

 ◆既存会員による新会員獲得に向けた取組み 

 ◆普及啓発活動の積極的な展開、イメージアップ 

 ◆会員の資質の向上 

  

  



 

（２）主な取組み 

課題の解決に向けて、下記に取り組むこととする。 

◆既存会員による新会員獲得に向けた取組み 

⇒ 会員 1人が 1人を誘う運動の推進 

◆普及啓発活動の積極的な展開、イメージアップ 

    ⇒ 会員増強カレンダー(広報計画)の作成 

会員増強強化月間の設置 

      パンフレット配置場所の増加 

      新聞折込チラシ配布 

      ＰＲチラシ配布 

さいたま市等のイベントへの参加とＰＲ 

      ポスティングの実施 

      さいたま市報への掲載 

      女性向け説明会の実施 

会員少数地域での説明会の実施 

世代別アプローチ 

60歳代前半層会員の拡充 

関係行政機関及び各種団体との連携強化 

Ｗｅｂサイトの充実 

就業体験会の開催 

退会者の抑制 

◆会員の資質の向上 

   ⇒ 研修の充実 

 

（３）目標の設定 

前期の計画では、国の「再チャレンジ支援総合プラン」の計画の下、「シルバー

人材センター会員数 100万人」を目標に、平成 29年度末「7,700人」を設定し「会

員の増強」に取り組んできたが、長引く世界的な経済不況や 65 歳雇用延長導入、

労働者派遣法の改正，想定外の東日本大震災などあらゆるセンターを取り巻く環

境が大きく変化した。このような中、高齢者にかかわらず正規雇用に流れていく

度合が高くなってきており、シルバー人材センターの臨時的・短期的な働き方の

違いも入会者の低迷につながった。また、今後においても高齢者人口は増加する

が、加入率の低下は阻止できない。 

60歳代前半層会員の拡充、特に年齢層の多い世代（70歳代）にあった研修の充

実を図りながら世代別のアプローチに重点を置き、地域班活動の活性化を図って

いく。 



 

加入率をこれ以上下げないように維持していくため、関係行政機関及び各種団

体との連携強化に努め、地域社会に浸透したシルバー人材センターを目指し、「シ

ルバー人材センターで働きたい、地域に貢献したい」と思えるような魅力的なイ

メージアップを図ることが重要である。 

中・長期計画を見直すにあたり、目標設定については平成 23 年度末の加入率

1.50％（図表 3-1）を上回るよう、1.52～1.55％の加入率により算定した現実的

な数値として下記の目標を設定する。 

 

指標 平成 24年度末 平成 25年度末 平成 26年度末 

会員数 5,300人 5,410人 5,560人 

 

指標 平成 27年度末 平成 28年度末 平成 29年度末 

会員数 5,700人 5,850人 6,000人 

 

（４）スケジュール 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

会員 1 人が 1 人を誘う運動の

推進 

・現況の確認と評価 

・会員が配布するパンフレッ

ト類の作成 

・会員の口コミによる入会促

進（パンフレット配布）の

拡充 

・各種研修会への一般市民 

の誘いかけ 

・社会福祉協議会、老人クラ

ブ等と連携した会員募集 

・実施状況の確認と評価 

 

会員増強カレンダー（広報計画）

の作成 

 

・会員増強強化月間を含めた

年間の会員増強活動（広報

活動）の実施カレンダー（対

象や媒体別の広報計画）を

作成し、実施担当者（役割

分担）を定める 

・実施状況の確認と評価 

会員増強強化月間の設置 

 

・4～5 月、10～11 月を会員

増強強化月間に指定 

・強化月間に集中させる形

で、会員 1人が 1人を誘う

・実施状況の確認と評価 



 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

運動、パンフレット配置、

新聞折込チラシ配布、イベ

ント参加、ポスティング、

市報掲載、女性向け説明会、

会員少数地域での説明会な

どを実施 

パンフレット配置場所の増加 

 

・現況の確認と評価 

・行政関係機関に限定せず、

商業施設、集客施設、駅、

郵便局、教育機関、医療機

関などに協力を依頼しパン

フレット等を配置 

・実施状況の確認と評価 

 

新聞折込チラシ配布 

 

・年数回、地域を分けてＰＲ

チラシを配布 

・平成 21 年度で事業終了 

 

ＰＲチラシ配布  ・会員向けのＰＲチラシを配

布 

さいたま市等のイベントへの

参加とＰＲ  

・現況の確認と評価 

・市内各種機関・団体が主催

するイベントに積極的に参

加しＰＲ 

・実施状況の確認と評価 

 

ポスティングの実施 

 

・現況の確認と評価 

・家庭に保存しておけるパン

フレットの作成と配布 

・配布は会員が分担 

・実施状況の確認と評価 

 

さいたま市報への掲載 

 

・現況の確認と評価 

・定期的および年 2回程度の

特集記事掲載を要望 

・市報以外の広報紙（「自治

連だより」「社協だより」な

ど）への掲載も要望 

・実施状況の確認と評価 

 

女性向け説明会の実施 

 

・現況の確認と評価 

・婦人関係機関・団体が主催

するイベントに積極的に参

加しＰＲ 

・婦人関係機関・団体に対し、

当センター主催のイベント

への参加を要望 

・実施状況の確認と評価 

 

 

会員少数地域での説明会の 

実施 

・該当地域を重点地域に指定 

・重点地域の自治会の協力を

得て、当センターの案内ポ

・実施状況の確認と評価 

 



 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

スター掲示およびパンフレ

ット等の配布を実施 

・重点地域の最寄り駅にて駅

前街頭キャンペーンを実施 

・重点地域にて広報のための

クリーン作戦（清掃奉仕活

動）を実施 

世代別アプローチ  ・世代別アプローチの検討・

実施 

・特に年齢層の多い世代（70

歳代）にあった研修の検

討・実施 

60 歳代前半層会員の拡充  ・地域特性の分析 

・60 歳代前半層対象の講習

会の企画、実施 

・ＳＰ事業の実施とそれに伴

う会員拡充 ※注 

・ハローワークとの連携 

関係行政機関及び各種団体と

の連携強化 

・自治会の協力を得てパンフ

レット回覧 

・実施状況の確認と評価 

・地域ケア会議等への積極参

加 

・高齢介護課、地区社会福祉

協議会との連携 

・地域デビューする 65 歳の

市民を対象に配布するシル

バーカードと併せて当セン

ターのパンフレットを同封

要望 

退会者の抑制  ・就業以外でのセンター活動

の充実 

・仲間づくりの推進 

・声掛けの促進 

・地域班活動の推進 

Web サイトの充実 ・現況の確認と評価 

・市民、会員に関心をもたれ

る内容 

・情報内容の適宜更新 

・アクセス数の設置 

・入会説明会への参加申込 

 

・実施状況の確認と評価 



 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

就業体験会の開催 ・技術職種の就業を公開及び

体験会を開催 

・実施状況の確認と評価 

研修の充実 

 

・現況の確認と評価 

・ビジネスマナーに関する研

修会の実施 

・課題発見、解決手法に関す

る研修会の実施 

・他のシルバー人材センター

の自主事業、新規事業開拓

などの成功事例研修の実施 

・技術、技能を有する会員に

よる講習会の企画、実施 

・公共機関が主催する講習

会、研修会の紹介と積極的

参加 

・実施状況の確認と評価 

 

 

※注 ＳＰ事業「シニア・ワークプログラム事業」とは、働く意欲のある高齢者の方々

の力を活用し、積極的に社会参加していただくために、国（厚生労働省）が実施

している事業。埼玉県では、財団法人いきいき埼玉（埼玉県シルバー人材センタ

ー連合）が「シニア・ワークプログラム（ＳＰ）」を受託し、当センターで事業

を実施している。 

 



 

２．就業の場の確保  

（１）現状と課題 

平成 19年 12月に中・長期計画を策定し取り組んできたが、世界的な金融破綻、

東日本大震災などの想定外の状況により、経済の悪化とともに大きく影響を受け

た。更には、適正な就業形態の見直し指導等により、シルバー人材センターを取

り巻く環境も大変厳しいものとなっている。 

このような中、受注できる仕事を広く市民に伝える広報活動が十分な成果を上

げていないことから、シルバー人材センターで受けられる適正な業務等について

の発注者の理解も十分とは言えず、発注者のニーズに応えられないことも多い。 

入会希望者の入会動機をみると、「生きがい」「社会参加」「健康維持・増進」を

理由とする高年齢者が多数を占めるが、実態は、近年の不安定な雇用情勢により

「経済的」な理由で入会し、生活給として仕事を求めている会員も少なくない。

また、今後は 65歳雇用延長が終わる団塊世代の入会が見込まれるが、それにより、

発注の少ない事務系職種を希望する会員がますます増加し、逆に発注の多い植木

剪定、除草作業を希望する会員が減少する等、希望職種とのミスマッチや屋外作

業会員の後継者育成問題の拡大が懸念される。 

更に、会員の思想も個人的な利益を重視する傾向にあるため、地域のボランテ

ィア活動や地域会議などのコミュニティの場に参加する会員も少なく、仲間意識

や自発性、積極性が不十分との意見もあることを考慮する必要がある。 

今後一層高齢化率が上がると予測される中、多様化する会員や発注者のニーズ

に対応するため、下記が課題としてあげられる。 

◆シルバー人材センター事業の周知度の向上 

 ◆シルバー人材センター事業の広報の充実 

◆事務系就業分野の新規開拓 

 ◆女性に適した就業分野の新規開拓 

 ◆自主事業の開拓・拡大 

◆顧客満足度の向上 

◆各地域関係機関との連携強化 

◆会員としての意識の向上、各種技能研修 

◆派遣事業・職業紹介事業の推進 

◆ボランティア活動の促進 

 

 

 

 



 

（２）主な取組み 

課題の解決に向けて、下記に取り組むこととする。 

◆シルバー人材センター事業の周知度の向上 

   ⇒ 就業機会創出員の地域内主要企業への訪問営業、職業安定機関と

の連携強化 

     新聞折込チラシ配布 

ＰＲチラシ配布 

さいたま市報への掲載 

◆シルバー人材センター事業の広報の充実 

   ⇒ 職群とできることの再整理 

Ｗｅｂサイトのさらなる充実・管理の強化 

◆事務系就業分野の新規開拓 

   ⇒ 会員による事務系就業開拓研究会の開催、就業機会創出員による

重点訪問 

◆女性に適した就業分野の新規開拓 

   ⇒ 会員による女性就業開拓研究会の開催、就業機会創出員による重

点訪問 

◆自主事業の開拓・拡大 

   ⇒  現状の独自事業の見直し・再検討・拡大 

新たな独自事業の検討 

◆顧客満足度の向上 

   ⇒ 就業後のご意見はがきの配布・回収 

反省会・引継ぎ会の実施 

◆各地域関係機関との連携強化 

   ⇒ 自治会掲示板、回覧板等を利用しＰＲ 

◆会員としての意識の向上、各種技能研修 

   ⇒ 会員研修受講促進、地域会議等の時間を活用 

     職群技能研修 

◆派遣事業・職業紹介事業の推進 

    ⇒ 派遣事業・職業紹介事業のＰＲ 

◆ボランティア活動の促進 

⇒ ボランティア活動の促進 

 

 

 



 

（３）目標の設定 

中・長期計画の中間実績は、予測不可能な社会情勢により、当初設定した目標

数値を大きく下回っている。今後も不安定な社会情勢が続く可能性があることを

想定し、目標の見直しをする必要がある。 

新たな課題、主な取り組みに基づき開拓を進める一方で、継続的な就業の確保

はさらに厳しい状況になっていくことを勘案し、今後は、より一層地域に密着し

た就業の開拓やボランティアに力を入れ、当センターの周知度を高めることに重

点を置く必要がある。 

発注者からの仕事の依頼に対しては、職群班組織と地域班組織を最大限に機能

させることにより、簡易な仕事であってもスピーディーかつコンパクトに対応で

きるよう努める。このことが発注者からの信頼度を高めるとともに、これから入

会を希望する方へのイメージアップやＰＲとなり「会員の増強」にもつながる。 

また多くの会員に地域貢献の機会や就業の場を提供することにより、会員であ

ることの誇りや、生きがいを実感でき、会員自らが運営に参画するように努める。 

以上のことから契約件数が順調に伸びても、契約金額が伸び悩むことが想定さ

れ、今後の目標設定は平成 24年度の実績見込を基準とし、毎年度、契約件数は 2％、

契約金額は 1％、就業率は 1％の増加を目指し、下記の目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 平成 24年度末 平成 25年度末 平成 26年度末 

契約件数 17,610件   17,960件  18,320件 

契約金額 1,800百万円 1,818百万円 1,836百万円 

就業率 85.0％ 86.0％ 87.0％ 

指標 平成 27年度末 平成 28年度末 平成 29年度末 

契約件数 18,690件   19,060件   19,440件 

契約金額 1,854百万円 1,872百万円 1,890百万円 

就業率 88.0％ 89.0％ 90.0％ 



 

（４）スケジュール 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

就業機会創出員の増強、地域

内主要企業への訪問営業、職

業安定機関との連携強化 

 

・現況の確認と評価 

・就業機会創出員を会員から

募集し人員数を増加 

・業種を絞って定期的に企業

を訪問し営業 

・さいたま市高年齢者職業相

談室、ハローワーク等との

定期的情報交換の実施 

・実施状況の確認と評価 

・会員が多く仕事が少ない地

域を中心に訪問営業 

・地域包括支援センターなど

の施設との定期的情報交

換の実施 

新聞折込チラシ配布 ・年数回、地域を分けて地域

内主要事業所や自営業者、

家庭を対象にＰＲチラシを

配布 

・平成 21 年度で事業終了 

ＰＲチラシ配布 ・企業向けのＰＲチラシを配

布 

・実施状況の確認と評価 

さいたま市報への掲載 

 

・現況の確認と評価 

・定期的および年 2回程度の

特集記事掲載を要望 

・実施状況の確認と評価 

 

職群とできることの再整理 ・職群を企業等にアピールす

る名称、分類により再整理 

・会員の保有資格、職歴を企

業等にアピールしやすい分

類により再整理 

・上記の人数等を把握、整理 

・実施状況の確認と評価 

Webサイトの充実・管理の強化 

 

・Ｗｅｂサイトを、人材派遣

事業者、民間職業紹介事業

者等のサイトを参考にさら

に充実 

・提供サービス紹介ページに

おいて、再整理した職群、

保有資格・職歴別人数を掲

載 

・お客様の声、会員の声など

を掲載 

・実施状況の確認と評価 

 

会員による事務系就業開拓研

究会の開催、就業機会創出員

による重点訪問 

・会員による事務系就業開拓

研究会を組織し、シニア系

人材派遣事業者など類似事

例における事務系職種就業

開拓状況を取材、調査 

・実施状況の確認と評価 

 



 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

・就業機会創出員を活用し、

本社事業所、サービス業、

小売業、中小企業における

事務業務の需要開拓 

・公共機関の事務系職種の就

業分野の開拓促 

会員による女性就業開拓研究

会の開催、就業機会創出員によ

る訪問 

・会員による女性就業開拓研

究会を組織し、シニア系人

材派遣事業者、家事サービ

ス事業者など類似事例にお

ける女性職種就業開拓状況

を取材、調査 

・就業機会創出員を活用し、

福祉分野事業所における需

要開拓 

・実施状況の確認と評価 

・会員自身の所属している自

治会などでＰＲ 

・各地域の区民まつりなどで

女性会員も活躍している

ことをＰＲ 

現状の独自事業の見直し・再

検討・拡大 

新たな独自事業の開拓 

・自主事業化が可能な事業を

洗い出し、希望者を組織化 

・自主事業の開始 

・実施状況の確認と評価 

・全事務所共通の独自事業の

拡大及び新規事業の検討 

就業後のご意見はがきの配布・

回収 

・顧客満足度を問うご意見は

がきを作成し、就業後に配

布 

・回収結果の分析と反省会の

実施 

・実施状況の確認と評価 

 

反省会・引継ぎ会の実施 

 

・職群や地域班、同一企業で

働いた仲間グループ等にお

いて反省会、業務引継ぎ会

を行い、顧客情報やノウハ

ウを共有化 

・実施状況の確認と評価 

 

自治会掲示板、回覧板等を利

用しＰＲ 

 

 

・自治会事業に積極的に参加

し、ＰＲ及びイメージアッ

プの実施 

・地域ケア会議等に参加し、

ＰＲ及び情報交換の実施 

・実施状況の確認と評価 

 

会員研修受講促進、地域会議

等の時間を活用 

職群技能研修 

 

 

 

・接遇研修や安全講習等のス

キルアップ研修の受講を

促進 

・研修受講カードのポイント

制を検討 

・内部講師による会員研修の

実施 

・後継者育成機関を推進・拡

大 



 

主な取り組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

派遣事業・職業紹介事業の 

ＰＲ 

・派遣事業に取り組むシルバ

ー人材センターを対象に、

事業化までの留意点、成果、

問題点などを取材、調査し

実施可能性を検討 

・実施状況の確認と評価 

・業種を絞って企業を訪問し

チラシ配布 

 

ボランティア活動の促進 

 

・会員アンケートにより、ボ

ランティアとしてやりたい

こと、関係する資格や技術

の保有状況を把握して整理 

・行政機関、ＮＰＯ等関係団

体のボランティア募集情報

を収集し、会員に情報提供 

・ＰＲ、イメージアップを兼

ねたクリーン作戦（清掃奉

仕活動）の実施 

・市内各種機関・団体が主催

するイベントに積極的に参

加しＰＲを兼ねてバザーを

実施 

・ボランティア活動の経費の

検討 

・傾聴ボランティアの推進、

拡大 

・実施状況の確認と評価 

・地域班のボランティア活 

動の参加を促進 

・ボランティア会員による口

コミＰＲ 

・地域包括支援センターなど

関係機関との情報交換、新

規開拓 

・高齢者外出支援ボランティ

アの推進 

 



 

３．安全・適正就業対策の推進 

（１）現状と課題 

平成 19年のアンケート調査（図表 3-12）によれば、入会の理由として、「体や

健康によいから」とあげられていた。しかし、65歳雇用延長導入や労働者派遣法

の改正など、高年齢者を取り巻く環境も大きく変化し、入会動機も生きがいを求

め、社会貢献したい、さらに健康維持のためといった、社会との接触や活動を希

望して入会する会員が多く見受けられる。また、経済的、生活維持を理由に仕事

を求めて入会する会員も少なくない。 

  このような中、会員の高齢化も進み、60 歳代前半層の入会者が少なく、今後は

65歳雇用延長が終わる団塊世代の入会者が想定され、基本的には高齢化の進行は

妨げられない。 

   このような会員の入会動機や会員の高齢化を踏まえると、会員が安心して就業

出来る環境づくりを進めるとともに、事故のない環境を維持し提供をすることが

シルバー人材センターにとって、最重要課題ともいえる。 

以上を踏まえ、「安全・適正就業対策の推進」に関しては、下記が課題としてあ

げられる。 

◆安全意識の啓発、周知 

    ◆安全・適正就業の促進 

◆健康管理対策の推進 

 

（２）主な取り組み 

課題の解決にむけて、下記に取り組むこととする。 

  ◆安全意識の啓発、周知 

       ⇒ 研修の充実 

         安全意識の周知徹底 

    ◆安全・適正就業の促進 

⇒ 安全就業の徹底 

         適正な就業形態の確保 

    ◆健康管理対策の推進 

       ⇒ 健康診断の勧奨 

         特定健診・保健指導など市の保健事業の紹介 

 

 

 

 



 

（３）目標の設定 

「安全・適正就業対策の推進」に関しては、会員の就業中における無事故の達成

とすべての業務における適正就業を目標とする。 

 

（４）スケジュール 

主な取組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

研修の充実 ・現況の確認と評価 

・安全就業、適正就業及び 

交通安全に関する研修 

会の実施、参加 

・除草機械安全取扱責任者 

講習会や除草機械取扱い

研修の実施 

・ドライバードック講習会 

への参加 

・自転車講習会への参加 

・救命講習（AEDを含む） 

・健康に関する研修会の実施 

・ストレッチ等の準備体操に

関する研修会の実施 

・各地域班での安全研修会や

健康講習会の実施 

・実施状況の確認と評価 

 

安全意識の周知徹底 ・現況の確認と評価 

・安全強化月間の実施 

・安全パトロールの実施 

・安全標語の募集 

・会員事故体験談記事や 

「わたしの健康法」を会員

ニュースへ掲載 

・実施状況の確認と評価 

 

安全就業の徹底 ・現況の確認と評価 

・安全就業ハンドブックの 

作成、配布 

・植木剪定、除草作業の安全

就業チェックリストの作

成、実施 

・事故報告書の提出 

・実施状況の確認と評価 

・各職群別の安全就業チェ 

ックリストの作成、実施 

・事故報告書の提出 

・ペナルティー制の検討 

適正な就業形態の確保 ・現況の確認と評価 

・適正就業に関する意識改 

革とローテーション就業

の実施 

・適正な就業形態の確保 

・実施状況の確認と評価 

 



 

主な取組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

健康診断の勧奨 ・現状の確認と評価 

・新入会員に対し健康診断 

の受診を勧奨 

・実施状況の確認と評価 

・全会員に対し健康診断の 

受診を勧奨 

特定健診・保健指導など市の

保健事業の紹介 

・さいたま市の衛生部門、国

保部門が実施する特定健

康診査、特定保健指導など

の保健事業を紹介し受診

を勧奨 

・実施状況の確認と評価 

 

 
 

 



 

４．運営体制の強化・充実 

（１）現状と課題 

シルバー人材センターの自立的経営が求められる中、公益法人制度改革により

新公益法人に移行した当センターは、公共的・公益的な役割を再認識し、さらに

透明性の高い事業運営を通して引き続き市民からの信頼を得られなければならな

い。 

   一方、「さいたま市外郭団体改革プラン」では、シルバー人材センターは市の

施策や公益目的のために活用していく団体として位置づけられているが、市の補

助金削減計画では、自主・自立化の推進を図るよう求められている。 

しかし、依然として社会・経済情勢の先行きは不透明で、当センターの事業運

営も厳しい状況の中、高年齢者の就業機会の増大と社会参加促進に留まらず、地

域共助の一翼を担っていくためにも、引き続き市の協力・支援が必要である。 

高年齢者の多様な就業ニーズに対応して、活力ある地域社会づくりに寄与する

ためには、シルバー人材センターの基本理念「自主・自立、共働・共助」に基づ

き、職群班組織や地域班組織をより活性化させ、会員自らが積極的に事業運営に

参画することができる体制を整備する必要がある。また、自主財源の確保につい

ては、総務部会が中心となり事業内容及び経常経費の見直し、さらに財政運営検

討委員会において会費や事務費の見直しを検討する等、財政の健全化に努めてい

かなければならない。 

   以上を踏まえ、「運営体制の強化・充実」に関しては、下記が課題としてあげ

られる。 

◆管理体制の強化  

    ◆財政運営の健全化 

    ◆職群班の再構築、活性化 

    ◆地域班組織の活性化 

    ◆事務局体制の整備 

     

（２）主な取り組み 

 課題の解決に向けて、下記に取り組むこととする。 

◆管理体制の強化 

       ⇒ 総会出席率の向上 

         理事会、監事機能の強化 

部会、委員会の充実 

本計画の進行管理の強化 

◆財政運営の健全化 

       ⇒ 財政評価指標の検討 



 

会費のあり方の検討 

事務費のあり方の検討 

多様な会員制度の検討 

  ◆職群班の再構築、活性化 

       ⇒ 職群班の増加と制度の見直し 

         職群別技能講習会の実施 

◆地域班組織の活性化 

       ⇒ 地域班活動の充実 

◆事務局体制の整備 

       ⇒ 各事務所の管轄地域の再検討 

     

（３）目標の設定 

   「運営体制の強化・充実」に関しては、職群班、地域班による自主的な運営

を強化し財政面については、事業内容及び経常経費の見直しを行い、安定した

財政基盤の確保に努めるものとする。 

 

 

（４）スケジュール 

主な取組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

総会出席率の向上 ・議案、資料の事前配布と出

欠返信はがきを活用した

ご意見メモの記入依頼、運

営協力意向アンケートの

実施 

・実施状況の確認と評価 

・総会出席率向上の検討 

・議案、資料の事前配布を活

用した各種調査の検討、実

施 

理事会、監事機能の強化 ・公益法人制度に則った運営 ・実施状況の確認と評価 

 

部会、委員会の充実 ・各種運営会議の充実 ・実施状況の確認と評価 

 

本計画の進行管理の強化 

 

・進捗状況の確認 

 

・年度ごとに進捗状況を部会

で確認し、理事会で評価 

財政評価指標の検討 

 

・財政状況を的確に表現する

指標の検討 

・実施状況の確認と評価 

 

会費のあり方の検討 ・会費に関する検討 

 

・実施状況の確認と評価 

・会費の見直しの検討 

事務費のあり方の検討 ・社会情勢に対応した配分金

の堅持と、配分金に対する

適正な事務費の検討 

・実施状況の確認と評価 

・事務費の見直しの検討 

 

多様な会員制度の検討  

 

・多様な会員制度を持つシル

バー人材センターを参考に

・実施状況の確認と評価 

 



 

主な取組み 
前期 

（平成 20年度～24年度） 

後期 

（平成 25年度～29年度） 

 

 

 

当該制度について検討 

・長期会費滞納者に対する適

切な措置の検討 

 

 

 

職群班の増加と制度の見直し 

 

 

 

 

 

・現況の確認と評価 

・職群班の機能と編成ルール

の見直し 

・会員の能力、技術、仕事の

状況に鑑み職群班の分類、

数を見直し 

・顧客満足度調査の実施 

・実施状況の確認と評価 

 

 

 

 

 

 

職群別技能講習会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

・現況の確認と評価 

・職群別に技術、技能を有す

る会員による講習会の企

画、実施 

・講習会において、トラブル

事例、顧客情報、顧客満足

度向上に向けたポイント

等の情報を共用化 

・目的別研修の実施 

・実施状況の確認と評価 

・後継者の養成と技能及び 

資質向上 

地域班活動の充実 

 

 

 

  ・地域会議出席率向上の検討 

・地域研修会充実の検討 

・地域ボランティア活動推進

の検討 

・地域班に対する助成金制度

の見直しの検討 

各事務所の管轄地域の再検討 

 

 

・各事務所が所管する地域の

妥当性を再検討 

・地域班を会員の居住地域に

合わせて再編成 

・実施状況の確認と評価  

・会員アンケート調査実施の

検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

さいたま市シルバー人材センター組織図（平成２４年度） 

 

 

 

 会  員 

広報部会 

総 会 

理事会 

部  会 

業務部会 

開拓部会 

財政運営検討委員会 

監 事 

本    部 

理 事 長 

副理事長 

事務局 

理   事 

総務部会 

岩槻事務所 

委員会 

浦和事務所 

大宮事務所 

与野事務所 

専務理事 適正就業検討委員会 

安 全 委 員 会 

中・長期計画検討委員会 

地域班 職群班 



 

さいたま市シルバー人材センター事務局体制（平成２４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員構成 

     区分 人数 

   １名 

  ２２名 

  （平成２４年４月１日現在） 

市 派 遣 職 員 

プ ロ パ ー 職 員 

本   部 

 臨時職員２ 

  所   長  係長１、主任１ 

 臨時職員１ 

 臨時職員５ 

  所   長  係長１、主任１ 

 主事１、臨時職員３ 
事務局長 次 長 

  所   長 係長１、主査１、主任１、主事１ 

 （次長兼務） 

  所   長  主幹兼係長１、主査１、主任１ 

 総務課長  主幹兼係長１、主任２ 

 臨時職員１ 

 業務総括  係長１、主任１ 

 （局長兼務） 

浦和事務所 

大宮事務所 

与野事務所 

岩槻事務所 

臨 時 職 員   １２名 

計   ３５名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考資料 

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター中・長期計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター中・長期計画（以下「中・長期計画」とい

う。）は、平成２０年のリーマンショック以降の急激な景気後退及び雇用情勢の悪化により、当

センターを取り巻く環境も激変し、契約金額等の目標値と実績に大きな差が生じた。 

  こうした、かつてない厳しい状況のもと、本計画における後期（平成２５年度～２９年度）の

目標値等を見直すため、中・長期計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は次に掲げる事項について検討を行う。 

 （１）中・長期計画の目標値の見直しに関する事項 

 （２）改定値の達成に向けての体制、整備に関する事項 

 （３）その他情報収集等に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は別表に掲げる会員、関係行政機関の職員等で組

織する。 

２ 委員会の下部組織として、ワーキング部会を設置する。 

（任期） 

第４条 委員会の委員の任期は、理事会において中・長期計画［改訂版］を承認した日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、必要に応じ委員長が召集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、センター事務局にて処理する。 

（報告） 

第８条 委員長は、委員会における審議に関し必要と認める事項を理事会へ報告するものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるも

のとする。 

 附則 

  １ この要綱は、平成２４年９月２５日から施行する。 

２ この要綱は、理事会において中・長期計画［改訂版］が承認された日をもって、その効力

を失う。 



 

 

別表 （第３条関係） 

 

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター中・長期計画検討委員会 委員名簿 

 

                                 敬称略 

職 名 役      職 氏  名 

委 員 さいたま市保健福祉局福祉部高齢福祉課長 米谷  晃 

委 員 
財団法人いきいき埼玉シルバー人材センター連合 

高齢者就業促進課長 
犬木 宏則 

委員長 さいたま市シルバー人材センター副理事長 菊池 昭武 

委 員 さいたま市シルバー人材センター専務理事 増岡 一夫 

副委員長 さいたま市シルバー人材センター理事（総務部会） 薗田  優 

委 員 さいたま市シルバー人材センター理事（業務部会） 戸田 博巳 

委 員 さいたま市シルバー人材センター理事（開拓部会） 濱野  茂 

委 員 さいたま市シルバー人材センター理事（広報部会） 田中 康資 

事務局 さいたま市シルバー人材センター本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第３条関係） 

 

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター中・長期計画検討ワーキング部会 委員名簿 

 

   敬称略 

職 名 役     職 氏   名 

委員長 さいたま市シルバー人材センター事務局長 岡田 忠夫 

副委員長 さいたま市シルバー人材センター事務局次長 小山 郁夫 

委 員 さいたま市保健福祉局福祉部高齢福祉課長補佐 髙野 一徳 

委 員 さいたま市シルバー人材センター浦和事務所長 佐藤まゆみ 

委 員 さいたま市シルバー人材センター大宮事務所長 井上今日子 

委 員 さいたま市シルバー人材センター与野事務所長 田熊 昭久 

委 員 さいたま市シルバー人材センター岩槻事務所長 鶴川 智史 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ さいたま市保健福祉局福祉部高齢福祉課主事 森田 修平  

事務局 さいたま市シルバー人材センター本部 

 


